
消費者庁行政事業レビュー公開プロセスでの評価結果 

事業名 ： 消費者行政新未来創造調査等経費 

＜評価結果＞ 

事業全体の抜本的改善 

（廃止 １名／事業全体の抜本的改善 ３名／事業内容の一部改善 ２名） 

＜取りまとめコメント＞ 

『消費者行政新未来創造調査等』という事業名の下、シェアリングエコノ

ミーに係る消費者保護及び若者を主眼とする SNS を活用した消費者相談窓

口をテーマに調査検討が行われた。

いずれも消費者行政新未来創造オフィスを中心として、地元の協力も得な

がら進められたとのことではあるが、テーマ選定に疑問が残るとともに、そ

の調査検討の対象はごく限定された範囲にとどまっており、そこで得られた

結果を全国レベルでの消費者保護施策を引き出す基礎とすることには無理が

あると言わざるを得ない。

 今回得られた調査ノウハウ等を言わば起点として活用しつつ、将来に向け

た全国レベルの消費者行政の基礎となり得る調査検討体制に向け、事業全体

の抜本的見直しが求められる。 

外部有識者の主なコメント 

 徳島という消費者と事業者、行政が近い地域で効果的な成果を得られ

るテーマを選定できるよう事前検討を十分に行うよう改善すべきと考

える。

 若者が活用しやすい消費生活相談については、取組自体は素晴らしい

が、シェアリングエコノミーとは関係がないので、別事業にすべきで

はないか。

 徳島での実証実験や取組をどのように全国展開につなげることができ

るのかをより明らかにする必要があるように考える。

 若者が活用しやすい消費生活相談、特に SNS を活用した相談の仕組み

作りは、今日の消費者政策において重要な課題だと考える。今後、この

事業の成果を通じて SNS を活用した消費生活相談の全国展開につなが

るような成果が得られるならば、有意義だと考える。

 目的（＝シェアリングエコノミーの調査研究）と手段（＝事業）を混同

しており、事業を続けるための目的の差し替えは認められない（調査



対象も場当たり的で事業としての一貫性に欠く）。 

 今後、将来に向けた消費者行政を探る中で、シェアリングエコノミー、

SNS の活用に着眼したこと自体は可とするが、調査検討の対象が余り

に限られており、これをもって全国的施策に結び付けることには無理

があると思われるので、全面的な再検討の上、事業を進めてほしい。 


